
戦略的な生活支援の実施戦略的な生活支援の実施

日本再生戦略に基づき、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しについて総合的に取り組むための「生活支援戦略」を策定し、就労可能な人が生活
保護に頼る必要がないようにするとともに、生活困窮から「早期脱却」できるよう、重層的なセーフティネットを構築する。保護 頼 必要 な う す 、 活困窮 早期脱却」 う、重層的な ィネッ を構築す 。

【日本再生戦略（抜粋）】
[生活・雇用戦略]
（重点施策：戦略的な生活支援の実施）

国民一人一人が社会に参加し、潜在能力を発揮するための「社会的包摂」を進めるとともに、生活保護を受けることなく自立することが可能となるよう、生活困窮者対策と生活保護
制度の見直しについて総合的に取り組むための「生活支援戦略」（仮称）について 2012 年秋を目途に策定し 実施する 具体的には 生活困窮者への支援体制の底上げ 強化

【「生活支援戦略」中間まとめ（抜粋）】
○基本目標

制度の見直しについて総合的に取り組むための「生活支援戦略」（仮称）について、2012 年秋を目途に策定し、実施する。具体的には、生活困窮者への支援体制の底上げ、強化
を図るため中期プランを策定し、計画的に整備を図るとともに、NPO、社会福祉法人等の民間機関との協働による伴走型支援や多様な就労機会の確保、学び直し等の「貧困の連
鎖」の防止のための取組を含む生活困窮者支援体系を整備する。あわせて、就労支援の強化等により自立の助長を一層図る

○社会保険制度【第

本 標
・生活支援戦略では、生活困窮者が経済的困窮と社会的孤立から脱却するとともに、親から子への「貧困の連鎖」を防止することを促進する。
・国民一人ひとりが「参加と自立」を基本としつつ、社会的に包摂される社会の実現を目指すとともに、各人の多様な能力開発とその向上を図り、活力ある社会経済を構築する。
・生活保護制度については、必要な人には支援するという基本的な考えを維持しつつ、給付の適正化を推進する等によって、国民の信頼に応えた制度の確立を目指す。

【期待される効果】○社会保険制度
○労働保険制度

第
１
の
ネ
ッ
ト
】

【期待される効果】

①社会参加と自立の促進

・生活困窮状態から脱却し、社会に参

加し自立する人の増加

○新たな生活困窮者
支援体系の構築

○求職者支援制度
（H23.10～）

】
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加 自 する人 増加

②「貧困の連鎖」の防止

・子どもの貧困の防止、若者の就労・自

立の促進
ネ
ッ
ト
】

【第

支
援
戦
略

③生活保護給付の適正化

・①・②や、指導等の強化による生活保

護給付の適正化の促進

④自治体業務 軽減
○生活保護制度

→国民の信頼に応えた制度の確立

第
３
の
ネ
ッ
ト
】

略
④自治体業務の軽減

・「官民協働」による生活保護ケース

ワーカー業務の軽減と自立支援強化



経済的な困窮と社会的な孤立は密接不可分の面もあり、「社会的に包摂される社会」を実現す
るため 相談支援は幅広く対応しつつ 具体的な支援は各人のニ ズに応じて実施

生活困窮者支援体系の対象者イメージ生活困窮者支援体系の対象者イメージ

るため、相談支援は幅広く対応しつつ、具体的な支援は各人のニーズに応じて実施。

【全体像の粗いイメージ】
（※網羅的なものではなく、実際には重複する部分もあり、下欄の合計数値が新たな支援体系の

対象者数になるものではない。）

対応のポイント
具体的な支援
のイメージ

対象者数になるものではない。）

単身高齢者など単独世帯の一部 等
老老介護
など

単身者以外社
会

分野別の相談
機関が対応。
複数課題を有

総合的な相談
体制の構築
制度横断的な
調整

ひとり親家庭 障害者 依存症 ＤＶ 矯正施設出所者 等

会
的
孤
立

する孤立者へ
の対応が必要

調整
専門機関への
つなぎ 等

引き もり

貧困の連鎖を
防止するため
アウトリーチ
を活用した重

高校中退者
５万人

中高不登校
１５万人 学習支援、養

育支援
居場所づくり
就労支援引きこもり

２６万世帯
点的な対応が
必要

ニート６０万人
就労支援

等

経
済 ﾎｰﾑﾚｽ

１万人
生活保護受給ではないが経済的に困窮している層

（※）

済
的
困
窮

就労可能な層
への自立支援

就労支援
貸付・家計相
談
居住の確保

生活保護のうち就労可能な層（約３０万人）
居住の確保

等

※（参考）福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間４０万人程度。



生活支援戦略関係事業

「生活支援戦略」（７か年計画）の中で体制整備の初年度として、生活困窮者支援のモデル事業や、
子ども・若者支援、就労支援等を総合的に実施する。

平成２５年度重点要求額（一般会計分） 142億円

（１）生活困窮者支援モデル事業 55億円

（２）就労支援

○ 生活保護受給者等就職実現プロジェクト(仮称)の創設 50億円

（３）居住確保支援

○ 生活保護受給者への居住支援 6億円

＊ その他、特別会計：50億円

（４）子ども・若者支援

① サポステ・学校連携推進事業 16億円

② 介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充 8億円

③ ひきこもり対策経費 7億円



生活困窮者支援モデル事業

生活困窮者が経済的困窮 社会的孤立から脱却するとともに 親から子 の「貧困の連鎖 を防止するため 今年秋を目途に策定する「生活支援

平成25年度要求額 ： 55億円

生活困窮者が経済的困窮、社会的孤立から脱却するとともに、親から子への「貧困の連鎖」を防止するため、今年秋を目途に策定する「生活支援
戦略」に基づく生活困窮者支援体制の支援施策が自治体において効果的に実施されるよう、モデル事業を実施し、ノウハウの蓄積や各施策の課題
の検証を行い本格実施に向けた体制整備を図る。

【日本再生戦略（抜粋）】
[生活・雇用戦略] （重点施策：戦略的な生活支援の実施）[生活 雇用戦略] （重点施策：戦略的な生活支援の実施）

国民一人一人が社会に参加し、潜在能力を発揮するための「社会的包摂」を進めるとともに、生活保護を受けることなく自立することが可能となるよう、生活困窮者対策と生活保護制度の見直し
について総合的に取り組むための「生活支援戦略」（仮称）について、2012 年秋を目途に策定し、実施する。具体的には、生活困窮者への支援体制の底上げ、強化を図るため中期プランを策定
し、計画的に整備を図るとともに、NPO、社会福祉法人等の民間機関との協働による伴走型支援や多様な就労機会の確保、学び直し等の「貧困の連鎖」の防止のための取組を含む生活困窮者
支援体系を整備する。あわせて、就労支援の強化等により自立の助長を一層図る

「包括的」かつ「伴走型」の支援

総

生
活
困
窮

・自立生活のための支援プラン作成
・各機関との連携による「チーム支援」の実施 ・実施状況の評価、プランの見直し
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・各機関との連携による「チーム支援」の実施窮
者
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相談

多様な就労支援

各分野の支援事業 ※下記の支援に限らず、場合によっては既存事業も活用して支援を実施

援
セ
ン
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を
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困
窮
・社
会
的
孤

単
身
高
齢
者
や
障

不
登
校
者

な
ど

多
就労支援実施協力事業所で一般就労が困難な者に対して、多様な就労体験の場の提供、生活習慣の指導を行う

家計再建支援と住居確保支援
金銭管理ができない者等に対する家計再建指導員による指導を行い、住宅の確保などを行う

指
す

孤
立
）

障
害
者
、

ど

養成 養成

子ども・若者支援
民間団体が高校中退やひきこもり等の者対して、家庭訪問や学習支援等を行う

都道府県＋
政令市で実施

人材養成
総合相談支援センター相談員や家計再建支援員などの支援員の養成

地域整備計画
支援対象者数及びサービス量を把握し、整備目標を定める反映

【実施主体】地方自治体（ＮＰＯ等民間団体に委託可）



生活保護受給者等就職実現プロジェクト（仮称）の創設
25年度要求額 100億円（重点要求：⼀般会計50億円、特別会計50億円）

○労働局・ハローワークと地⽅⾃治体との協定等に基づく連携を基盤に、⽣活保護受給者等の就労促進を図る「福祉から就労」⽀援事業
プ（23年度〜）を発展的に解消の上、新たに⽣活⽀援戦略（仮称）に基づき⽣活保護受給者等就職実現プロジェクト（仮称）を創設。

具体的には、⾃治体との常設窓⼝の設置や巡回相談等のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ型の⽀援体制を全国的に整備の上、⽣保ﾎﾞｰﾀﾞｰ層を含めた⽀援対象者
規模の拡⼤・早期⽀援の徹底を図るとともに、対象者ごとの課題に応じた能⼒開発等⽀援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの積極的活⽤を図るなど就労⽀援を
抜本強化

職場定着に向けたフォロー
アップ強化

○⾃治体と協議会の設置及び当該
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関する協定の締結

○⾃治体との常設窓⼝の設置

就職⽀援ナビゲーター就職困難 ⽣活困窮者

ハローワーク地⽅⾃治体
（福祉事務所等）

○⾃治体との常設窓⼝の設置、
ﾊﾛｰﾜｰｸからの巡回相談等の
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ⽀援体制の整備

《全福祉事務所(約1,200箇所)対象》
→⽀援対象者の漏れない捕捉、

就労に関する⽀援

就職⽀援ナビゲ タ就職困難・⽣活困窮者

⽣活保護受給者等
→相談・申請段階の者等ﾎﾞｰ
ﾀﾞ 層 受給後早期段階の者

就
職 就

労

常
⽤
雇
⽤ 職＜就労⽀援メニュー＞

① キャリア・コンサルティング

早期⽀援の徹底

就労に関する⽀援
要請
→両者共同で⽀援
対象者選定の上、
個別の就労⽀援ﾌﾟﾗ

ﾀﾞｰ層、受給後早期段階の者
を重点に集中⽀援

児童扶養⼿当受給者

労
に
よ
る

⽤
化 場

へ
の
定

① キャリア コンサルティング
② 職業相談・職業紹介
③ 職業準備プログラム
④ トライアル雇⽤
⑤ 公的職業訓練等による能⼒開発

求職者⽀援訓練の積極活⽤に加えﾝ策定
住宅⼿当受給者 等

⾃
⽴

定
着

→求職者⽀援訓練の積極活⽤に加え、
訓練受講の前提となる基礎能⼒や、
OJTにより職場適応性を⾼めるため
の就職・⾃⽴促進講習（仮称）等の
能⼒開発機会を整備

⽣活⽀援戦略

○⽇常⽣活・社会⽣活の⾃⽴に向けた⽀援
○⼀般就労の困難な者に係る中間的就労等の機会確保
○ｱｳﾄﾘｰﾁ等による困窮者の捕捉、誘導機能強化

⑥ 個別求⼈開拓
⑦ 広域型を含めたﾏｯﾁﾝｸﾞ



生活保護受給者への居住支援

平成25年度要求額 ： 5.6億円

【要求要旨】
○ 生活保護受給者（以下「受給者」という。）の自立した生活を促進していくためには、まず安定した住まいの場を確保し、併せて
地域とのつながりを構築して社会的孤立を防ぐことが重要である。

○ また、今年の秋を目途に策定する予定の「生活支援戦略」では、ＮＰＯ等の民間機関と協働しながら、伴走型の支援を行う方策に
ついて検討することにしている。

○ このため、ＮＰＯ等の民間団体等と協働して受給者の住環境を整えることにより、地域での自立した生活を可能にする。
○ なお、住宅扶助が確実に家賃に充当されることを担保するとともに、家賃滞納リスクを軽減することで民間住宅の家主に受給者を積
極的に受け入れてもらうことを目指して代理納付（自治体が受給者に代わり家賃を納付する形での現物給付の仕組み）を推進すること
としている。しかし 日常生活上の何らかの支援が必要となることを懸念して 受給者を引き受けたがらない家主も少なからずいることしている。しかし、日常生活上の何らかの支援が必要となることを懸念して、受給者を引き受けたがらない家主も少なからずいるこ
とから、代理納付による家賃滞納リスク軽減に加え、ＮＰＯ等にこうした点に一義的に対応してもらう仕組みを整備することで家主の
懸念解消を目指すものとする。

（参考）「生活支援戦略」中間まとめ（抜粋）
○民間との協働による就労・生活支援の展開
これまでの公的機関による支援だけでなく ＮＰＯや社会福祉法人 消費生活協同組合 民間企業 ボランティア等の「民の

民間団体 賃貸住宅家主福祉事務所 地域

これまでの公的機関による支援だけでなく、ＮＰＯや社会福祉法人、消費生活協同組合、民間企業、ボランティア等の「民の
力」との協働により、就労・生活支援事業を展開する。

民間団体 賃貸住宅家主

依頼
(委託)

福祉事務所

・長期的には保護費を
削減

・空き部屋対策
・安定的な家賃収入
の確保

・管理リスクの低減生活保護受給者

地域

契
約
同
行
等

同意・支援の実施

(委託)
・生活保護受給者の居
住支援

・管理リスクの低減活保護受給者

安定した居住の場に移住、
社会とつながり、生活自立へ

家賃の直接支払（住宅扶助の現物給付）

等

【実施主体】ＮＰＯ等民間団体（都道府県からの委託事業）



○「生活支援戦略」の中間まとめ（平成24年7月）においては、生活困窮者支援体系の確立に向けて、
経済困窮者 社会的孤立者の早期把握 初期段階からの支援態勢の構築等に いて 検討を進め

サポステ・学校連携推進事業

総論
平成25年度要求額 ： 16億円

・経済困窮者・社会的孤立者の早期把握、初期段階からの支援態勢の構築等について、検討を進め、
・「貧困の連鎖」の防止等の観点から、地域の関係機関が連携して、高校中退者等に対する支援を積極的に展開することとされ、
サポステもこのような課題に対応することが必要。

○このような支援については、「若者雇用戦略」（平成24年6月）にも具体的に盛り込まれており、
・サポステと学校等の間での中退者情報の共有による中退者の支援の強化

サポステによる在学生に対する支援の充実・サポステによる在学生に対する支援の充実
等、「サポステと学校の連携体制を構築する」こととされている。

ジョブ・カフェ 職業訓練機関
子ども・若者

総合相談センター
引きこもり

地域支援センター
公民館

連携
学校との連携の総括・ハイレベル調整等

心理カウンセリングによるフォローアップ

学 校 サポステ（１００か所）

ハロー
ワーク

ネットワークリーダー

訪問支援員
学校等への訪問支援

中退者情報
の共有・管理

訪問支援による切れ目のない支援

臨床心理士

大きな問題を抱える者に
対する生活習慣支援・学
び直し支援（２５か所）

（貧困の連鎖の防止など）

支援が必要な在学生等 情報管理担当員
（ニート化未然防止）

臨床心理士
（訪問支援担当）

サポステ・学校等の中退者情報の共有

生活支援・
学び直し支援員

サポステ・学校連携推進協議会
訪問支援による切れ目のない支援

地域若者サポートステーション（サポステ）とは？
ニート等の若者の職業的自立を支援するため、

支援が必要な中退者等

訪問支援員

○キャリア・コンサルタント等による職業的自立に向けた専門的相談
○各種就職支援プログラム（職場体験、ジョブトレーニングﾞ等）
○各種セミナー等を通じた啓発、他の若者支援機関に誘導（リファー）

などの個別的・包括的な支援を実施する、地域の若者支援機関の拠点となる施設。
※国から若者支援の実績・ノウハウのある民間団体に委託して実施。



介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充

平成25年度要求額 ： 8.3億円

○ 家庭の経済格差が子どもの教育格差につながる傾向がある一方で、生活保護世帯の者が高等学校卒業後に大学や
専修学校等への進学を希望した場合に、学費や生活費等を支援する仕組みが十分ではない。

○ 一方で、超高齢化社会に向けて多くの介護・福祉人材の確保が喫緊の課題であり、その中核を担う専門職である
介護福祉士や社会福祉士の一層の養成確保が必要である。

○ 貧困が親から子へ連鎖する「貧困の連鎖」を断ち切り生活の安定に資する資格の取得を支援するとともに、必要
な人材を確保する観点から、介護福祉士等修学資金貸付事業の貸付内容を拡充し、生活保護世帯の子どもが高等学
校卒業後に介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設への就学を支援する。

（介護福祉士等修学資金貸付制度の仕組み）

入学

（介護福祉士等修学資金貸付制度の仕組み）

貸付

○在学期間中の修学資金及び生活費を貸付
○在学中は、介護施設等でアルバイトを
しながら就学することを想定

（在学中の生活のイメージ）
入学

介護福祉士養成施設福祉・介護の
仕事を目指す学生

（貸付内容）

実施主体
（都道府県社協等） 社会福祉士養成施設

貸付
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1限目
(9:00～10:30)

2限目
(10:40～12:10)

3限目
(13:10～14:40)

授業
アルバイト
4時間

（在学中の 活のイ ジ）

（貸付内容）
○貸付額（上限）

・学費 ５万円(月額)
・入学準備金 ２０万円
・就職準備金 ２０万円

卒業後、福祉・介護の
仕事に就職

卒業後、福祉･介護
以外の仕事に就職

返済

4限目
(14:50～16:20)

放課後

アルバイト
3時間

アルバイト
3時間

就職準備金 ２０万円

・生活費 ４万２千円（月額）※1

○貸付利子：無利子
○一定の要件を満たした場合は、
返済を全額免除

途中で福祉・
介護以外の仕
事に転職

福祉福祉・・介護以外の仕事の仕事

返済

福祉福祉・・介護のの仕事仕事

借り受けた修学資金の
返済を全額返済を全額免除免除

５年間５年間福祉・介護の仕事に
継続継続して従事して従事

※1 生活扶助1類（1級地）相当額
※1 生活保護世帯の子どもを対象とする今回の枠組み

において、新たに貸付対象とする部分
※2 事業費には、貸付原資及び貸付に要する事務費

（平成20年度補正と同じ）を含む



ひきこもりサポーター養成・派遣事業

平成25年度要求額 ： 7.0億円

【要求要旨】

○ 「生活支援戦略」の中間まとめ（平成２４年７月）においては、経済的困窮者・社会的孤立者を早期に把握し、必要な支援につなぐための体制強化等を図るとさ
れている。また、「日本再生戦略」工程表（平成２４年７月）においては、生活・雇用戦略として「ひきこもりの社会参加支援」を進めることとされている。

○ ひきこもりに関しては、ひきこもりの長期化・高齢化や、それに伴うひきこもりを抱える家族や本人からの多様な相談にきめ細かく対応できていないのではない
か、当事者による支援（ピアサポート）や訪問などが十分に行われていないのではないか、等の課題がある。か、当事者による支援（ アサポ ト）や訪問などが十分に行われて な のではな か、等の課題がある。

○ そのため、地域に潜在するひきこもりを早期に発見し、ひきこもりを抱える家族や本人に対するきめ細やかな支援が可能となるよう、継続的な訪問支援等を行
う「ひきこもりサポーター」（＝ひきこもり家族等の当事者（ピアサポート）等含む）を養成し、派遣する事業を行う。

ひきこもりサポーター派遣事業
（実施主体：市町村（特別区含む））
ひきこもりを抱える家族や本人へサ
ポーターを派遣する。

ひきこもりサポーター養成研修事業
（実施主体：都道府県、指定都市）
ひきこもり地域支援センター等で養成研修や
研修修了者の情報管理等を実施。
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研修による養成
① 地域に潜在するひきこもり

研修修了者の情報管理等を実施。
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研修による養成
① 地域に潜在するひきこもり
の発見（市町村への相談）
② 訪問による支援
③ ひきこもり地域支援センター
等の専門機関への紹介等
④ 普及啓発（勉強会等の開催） 報告・相談
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活動費補助
助言・指導

④ 普及啓発（勉強会等の開催） 報告 相談

助言・指導相談

約26万世帯
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